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(資料１)     特別養護老人ホーム洛和ヴィラ南麻布 

指定介護老人福祉施設 重要事項説明書 
 

 

１．事業者の概要 

法人名（事業者名） 社会福祉法人 洛和福祉会 

代 表 者 名 理事長 矢野 裕典 

法 人 所 在 地 京都市伏見区桃山町大島３８－５２８ 

電 話 番 号 ０７５－３５３－５８０２（介護事業部） 

 

２．サービスを提供する施設の概要 

（１）施設の名称・所在地・利用定員 

施 設 名 特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ南麻布 

管 理 者 名 施設長 谿 直樹 

電 話 番 号 ０３－６４０８－８６７７ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０３－５４２０－８７１１ 

施 設 所 在 地 〒106-0047 東京都港区南麻布４丁目６番１号 

事 業 指 定 番 号 ユニット型介護老人福祉施設 東京都 １３７０３０２０６号  

利 用 定 員 入所 １００名 

ユニット・居室数 
ユニット数 １０ユニット 各ユニット定員９名～１１名 

全室個室 

 

（２）施設の職員体制（短期入所含む） 

職種 配置数 指定基準 

管理者（施設長） １名（兼務） １名 

医師 １名（非常勤２名） 必要数 

生活相談員 
２名（常勤専従２名：うち入所担当１名、短期入所

担当１名） 
１名 

看護職員 
 ５名（常勤専従５名：うち入所担当４名、短期入所

担当１名） 
４名 

介護職員 

５４名（常勤専従５０名：うち入所担当４４名､短期入

所担当６名、非常勤専従４名：うち入所担当

２名、短期入所担当２名） 

３４名 

管理栄養士 １名（常勤兼務） １名 

機能訓練指導員 １名（常勤兼務） １名 

介護支援専門員 ３名（常勤介護職兼務３名） １名 

事務員、その他  ２名（常勤２名） 必要数 
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（３）職務内容 

① 管理者（施設長） 

管理者（施設長）は、当該施設の職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的

に行い、法令並びにこの規程を遵守して、施設サービスの提供に当たります。 

② 医師 

医師は、利用者に対し健康管理及び療養上の指導を行います。 

③ 生活相談員 

生活相談員は、入所者及び家族等からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援

助を行います。 

④ 看護職員 

看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック保健衛生上の指導や看護を行います。 

⑤ 介護職員 

  介護職員は、利用者の入浴、食事等の介助及び援助等日常生活上の世話を行います。 

⑥ 管理栄養士 

  管理栄養士は、食事の献立作成や個別栄養計画の作成等、栄養管理を行います。 

⑦ 機能訓練指導員 

  機能訓練指導員は、利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の回復の

ため、又はその減退を防止するため、個別機能訓練計画の立案・指導を行います。 

⑧ 介護支援専門員 

  介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に関する業務を担当します。 

 
（４）施設の設備等の概要 

【占有部】 

個 室 100（１室 14.47 ㎡～16.89 ㎡） 談話ｺｰﾅｰ 各ユニット毎（東ユニット無し） 

食 堂 各ユニット毎 相談室 1（１階） 

浴 室 一般浴室、特別浴室 事務室 2（１階） 

医務室 1（３階） その他 ﾛﾋﾞｰ、理美容室 

 

【共有部】 

店 舗 薬局 

その他 地域交流スペース、セミナールーム 

 
３．事業の目的 

社会福祉法人洛和福祉会が、開設する指定介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム洛和ヴィラ南

麻布の適正な運営を確保するため、人員及び運営に関する事項を定め、施設の職員が施設に入所

する要介護状態にある高齢者に、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、利用

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、適切な介護老人福祉施設サ

ービスを提供する事を目的としています。 

 

４．運営の方針 

 当施設は、次の方針に留意し運営します。 

（１）利用者が、その居宅における生活への復帰を念頭において、入所前の居宅における生活と入

所後の生活が連続したものとなるよう配慮し、施設サービスを提供します。 

（２）施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う事により、利用者がその有する能力に応じ自立した

日常生活を営む事ができるよう努めます。 
（３）利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った施設サービスの提供に努めます。 

（４）明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居
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宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事

業者との密接な連携に努めます。 

 

５．本施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、施設サービス計画に基づいて、以下のサービスを提供します。 

（１）介護保険の給付対象となるサービスの概要 

① 入浴介助：一般浴槽のほかに入浴に介助を要する入所者には特別浴槽で対応します。入所者

は、週に最低２回ご利用頂きます。ただし、入所者の身体の状態に応じて清拭となる場合が

あります。 

② 排泄介助：排泄の自立を促すため、入所者の身体能力を活用した援助を行います。 

③ 更衣介助：入所者の身体能力を活用した援助を行います。また、生活のリズムを考え、毎朝

夕の着替えを行うよう配慮します。 

④ 食事介助：入所者の心身の状況に応じて、介助等行います。なお、食事は自立の支援に配慮

し、食堂で食事をして頂きます。 

⑤ 機能訓練：利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の回復のため、

又はその減退を防止するための訓練を行います。また、機能訓練指導員により、他の職員と

協同して個別機能訓練計画を立案し、訓練の目標を設定し、定期的に評価を行う等、マネジ

メントを行います。 

⑥ 健康管理：医師や看護職員が健康管理を行います。 

⑦ 栄養管理：管理栄養士により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を適

切な時間に提供します。また、他の職員と協同して個別の栄養ケア計画を立案し、入所者の

栄養状態について定期的に評価を行う等マネジメントを行います。 

⑧ 相談援助：日常生活上において、必要な相談援助を行います。 

⑨ その他自立への支援： 

・寝たきり防止のためにできる限り離床に配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう適切な整容が行われるよう援助します。 

（２）介護保険の給付対象外となるサービスの概要 

① 理美容サービス 

理美容サービスがあります。希望制です。職員へお申し出下さい。 

なお、費用が必要な場合は、実費を負担していただきます。 

 ② 行政手続代行 

利用者が、各種行政手続を必要な場合で、利用者および身元保証人で行うことが困難な場合

は、職員にご相談ください。職員が、利用者の同意を得て手続を代行いたします。なお、費

用が必要な場合は、実費を負担していただきます。ただし、内容により、職員では出来ない

場合もあります。ご了承ください。 

 ③ 所持金の保管および日常生活費用の支払い代行 

   原則としては、利用者もしくは身元保証人にしていただきます。ただし、ご本人がどうして

も出来ず、本人および身元保証人も同意した場合は、施設で行うこととします。その場合、

施設は「預り金等取扱規定」に基づき、金銭の出納等を行います。また、利用者および身元

保証人に対して、報告書を作成してお渡しします。 

 ④ レクリエーション 

   原則として、施設が生活の場、ということから、施設での生活に行事やレクリエーションを

取り入れることで、生活に変化を持つことができるようにします。なお、費用が必要な場合

は、実費を負担していただきます。 

⑤ 証明書の発行、記録などの閲覧、複写物の交付 

   利用者および身元保証人に限り、必要に応じ、証明書の発行、記録などの閲覧、複写物の交

付をします。生活相談員へお申し出ください。なお、実費、手数料を負担していただく場合

もあります。 
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（３）居室について 

居室は、全室個室（定員１名）でトイレ付きです。また、個々にベッドと洗面台を設置してい

ます。（サービス提供をするうえで必要な場合は、部屋を変更させていただくことがあります。） 

（４）食事時間等の目安 

① 朝食   ７時３０分 ～ ８時３０分 

② 昼食  １２時００分 ～１３時００分 

③ おやつ １５時００分 ～ 

④ 夕食  １８時００分 ～１９時００分 

（５）介護保険給付対象の利用料金、居住費、食費について 

介護保険の対象となるサービスは別紙（別紙 利用料金表）の通りです。法定代理受領サービ

スに該当する施設サービスを提供した際には、その 1割から３割の支払い及び当施設が定める居

住費・食費の提供に要した額の合計額になります（別紙 利用料金表）。但し、居住費、食費につ

いては、低所得者対策により、特定介護サービス費から補足給付が受けられた場合については、

介護保険負担限度額認定証で定められた額となります。 

（６）介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金 

介護保険の対象とならないサービスは別紙（別紙 利用料金表）の通りです。料金は利用者の

全額自己負担となります。 

（７）利用料金の請求とお支払い 

  利用料金は原則、１ヶ月ごとに計算しサービス利用月の翌月１５日頃までに、請求いたします

ので、請求月の月末までに、お支払い頂きます。 

（８）お支払い方法は、下記からご選択ください。 

① ゆうちょ銀行の口座自動引き落とし 

② 三菱ＵＦＪ銀行の指定口座へのお振込み 

③ マルチバンクによる口座自動引き落とし 

ご契約の際にお申し出ください。なお、口座自動引き落としの手続きが完了するまでは、現

金又はお振込みでお支払い頂く場合があります。 

    ※口座自動引き落としが難しい場合には、ご相談下さい。 

（９）口座自動引き落し日は、原則２７日となります。 

引き落し日にご指定の金融機関がお休みの場合は、翌営業日が引き落とし日になりますので、

それまでに、残高不足とならないよう対応頂きますようご協力をお願いします。 

（１０）領収証明書の発行と文書料 

領収証は原則として再発行いたしません。但し、紛失等の理由により、領収証の発行依頼があ

った場合には、領収証明書を発行致します。なお発行に際して、文書料として、別紙、利用料金

表に、定めた額をご負担頂きます。 

 

６．身元保証人 

当施設へ入所される場合、利用者のご家族等の身元保証人を求めます。身元保証人は、入所契約

に基づく利用者の事業者に対する一切の債務について、利用者と連帯して履行の責任を負います。 

 身元保証人には、利用料の滞納や未払いがないように努める義務があります。利用料の滞納や未

払いがある場合には、身元保証人は契約書に定める極度額（500,000 円）の範囲内で、利用者に代

わって利用料の支払いをしていただきます。 

 

７．施設利用上の留意事項 

（１）居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って使用頂きます。なお、施設、設備につい

て、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合は、自己の費用で現状に

戻して頂くか、修繕費用等をご負担頂く場合があります。 
（２）サービス提供及び管理上、必要と認められる場合は、職員が利用者の居室内に立ち入り、必

要な対応を行う場合がありますので、ご承知置きください。 

（３）施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。 
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① 施設内での喫煙  

② 火気など危険な物品等を搬入、使用又は保管する行為  

③ ペット類の持ち込み 

④ 職員又は他の利用者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う行為 

⑤ 上記に定める行為のほか、公序良俗に反する行為などにより他の利用者又は事業者の職員に

迷惑をかける行為及び施設の健全な事業運営に支障をきたす行為 

（４）その他の留意事項 

① 職員に対する金品等の心づけはお断りしています。 

職員がお茶やお菓子、お礼の品物等を受けることも法人として禁止しております。また、金

銭・貴重品等の管理にご協力をお願いします。 

 ② 施設内で、カメラを使用し撮影する際は一言お伝えください。 

   行事を行っている際等、カメラでの撮影をされる場合に、ご家族以外のご利用者様や職員が

画像に写り込む場合には、プライバシー保護のために職員へお伝え頂き、同意を得てくださ

い。ＳＮＳ等で画像を使用する場合も同様にお願いします。 

 ③ 施設内では、他のご利用者さまの迷惑になるような行為はお控えください。 

施設内で、大声を出す、目的もなく歩き回る、ご利用者さまに不必要に声をかけるなど、職

員がお見かけした場合は、お声かけさせて頂くこともありますので、ご協力のほどお願いし

ます。 

④ 暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関

係を築くためにもご協力をお願いします。 

 
８．契約の終了・解約について 

（１）終了 

次の場合はその当該期日をもって終了するものとします。 

① 契約期間満了日の７日前までに、利用者が事業者に解約を文書で通知した場合 

② 利用者の事由により、利用者が事業者に解約を通知した場合 

③ 事業者の事由により、事業者が利用者に解約を文書で通知した場合 

④ 利用者が、死亡した場合 

⑤ 利用者が、他の介護保険施設に入所した場合 

⑥ 利用者が、要介護状態区分が、要支援と認定された場合 

⑦ 利用者が、要介護認定等の有効期限が満了し、資格を喪失した場合 

⑧ 利用者が、医療機関に３ヶ月を超えて入院すると見込まれる場合 

なお、解約日については、事業者と利用者の間で合意した日とします。 

⑨ 利用者の医療機関への入院が、３ヶ月を超えた場合 

⑩ 事業者が、介護保険のサービス事業所としての指定を取り消された場合。 

⑪ 事業者が、破産した場合。 

（２）利用者からの解約 

次の場合は、事業者に通知する事で即時解約出来るものとする。 

① 介護保険給付対象外の利用料の変更に同意出来ない場合。 

② 事業者もしくは職員が正当な事由なく、契約書に定めるサービスの提供を実施しない場合。 

③ 事業者もしくは職員（職員であった者）が守秘義務に違反した場合。 

④ 事業者もしくは職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著し

い不信行為、その他、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

⑤ 他の利用者が利用者本人の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある

場合に、事業者が適切な対応を取らない場合。 

（３）事業者からの解約 

次の事由に該当した場合、利用者又はその家族等に対し３０日間の予告期間をおいて、文書で

通知する事により、この契約を解除する場合があります。 
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① 利用者が利用料を３ヶ月以上滞納し、事業者が利用者に対して滞納額を支払うよう催告した

にもかかわらず１０日以内に利用料の支払いをしない場合 

② 利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業者が適切なサービスの提供の範囲を超えると

判断した場合 

③ 利用者又はその家族等が、事業者や職員又は他の利用者に対して、契約を継続しがたいほど

の不信な行為や他者への迷惑行為、職員がおこなうケアを妨げる行為等を行った場合。 

④ 施設利用上の留意事項に、反する行為をおこない、事業者の指摘や注意に対して改善がみら

れない場合。 

 

（４）円滑な退所のための援助 

利用者が当施設を退所する場合には、利用者の希望により下記の援助を速やかに行います。 

・適切な病院もしくは診療所又は介護保険施設等の紹介 

・居宅介護支援事業所の紹介 

・その他保健・医療・福祉サービス提供者の紹介 

 

９．緊急時の対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は，速やかに主治医，救急隊，緊急時連絡先等へ

連絡をするとともに必要な対応を行います。 

 

１０．施設利用中の医療の提供について 

医療を必要とする場合、利用者のご希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受

けることができます。但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありま

せん。また、下記医療機関での診療・入院を義務づけるものでもありません。 

 

＜協力医療機関＞ 

 当施設の協力医療機関は下記の通りです。 

 北里研究所病院、東京高輪病院以外の医療機関での受診の場合は、身元保証人等で 

送迎をしていただきます。ただし、急病等で救急車を利用の場合は施設が対応します。 

 

 医療機関名：北里研究所病院 

 所 在 地：東京都港区白金 5-9-1 

診 療 科：内科他 

 

医療機関名：東京高輪病院 

 所 在 地：東京都港区高輪 3-10-11 

診 療 科：内科他 

 

医療機関名：戸越パーク歯科クリニック 

所 在 地：東京都品川区戸越 5-10-19 

診 療 科：歯科 

  
１１．利用者が病院等に入院された場合の対応について 

（１）医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

① 検査入院等、短期入院の場合 

１ヵ月につき６日以内（連続して７泊、複数の月にまたがる場合は１２泊）の短期入院の場合

は、退院後再び施設に入所することができます。 

② 上記期間を超える入院の場合 

上記の短期入院の期間を超える入院については、3 ヶ月以内に退院された場合には、退院後再

び施設に入所することができます。 
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③ ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、

当施設に再び入所することはできません。 

ただし、入院後３ヶ月以内に退院可能となった場合には、再び入所できるよう努めます。 

なお、この再入所にあたっては、入院前までにご利用いただいていた居室やフロアー等をご利

用できない場合があります。 

（２）入院中の外泊時加算の取り扱い 

  外泊時加算の算定期間内に、利用していた居室を短期入所生活介護に活用した場合には、活用

開始日からの所定の利用料金のご負担は不要となります。 

 

１２．事故発生時の対応 

（１）サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族に連絡するとともに、必要な対

応を行います。 

（２）発生した事故が、事業者が取り決める重大な事故の場合は、東京都、その他市区町村に報告

します。 

（３）事故原因を追究し、再発防止のための対策を実施します。また、事故発生予防を目的として、

関係する職員に研修を行う等周知します。 

（４）賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を賠償します。 

 

１３．非常災害対策 

 事業者は、非常災害等の発生の際には、他の施設などとの連携および協力を行う体制を整え、事

業が継続できるよう努めます。 

２ 施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要

な訓練を年２回行います。 

３ 災 害 時 の 対 応：職員の指示に従ってください。 

４ 防 災 設 備：スプリンクラー、消火器、消火栓、避難路、地震時の転倒防止、非常放送設

備などが施されています。 

防火担当責任者：安藤 慶一 

 

１４．感染症・食中毒予防及び発生時の対策 

事業者は、施設の感染症・食中毒予防及び発生時の対策として次の対策を行います。 

（１）感染及び食中毒の予防策及び発生時のマニュアルの整備と職員に対する研修の実施 

（２）職員の健康管理及びサービスを提供するために使用する設備・備品等の衛生管理 

（３）施設（及び訪問先）において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な対応を行うと

ともに、必要に応じ市区町村等が設置する機関の助言、指導を求め対応します。 

（４）その他感染・食中毒予防のために必要な措置 

（５）国や市町村から通知が発しられた場合は、その通知に従います。また、その旨お知らせしま

す。 
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１５．苦情の窓口、対応方法等 

当施設における運営について苦情・相談等がある場合、以下の担当者にお申し出下さい。 

☆ 苦情受付窓口（担当者）…… 髙橋 玲伽（特養相談員） 

☆ 苦情解決責任者       谿 直樹（洛和ヴィラ南麻布 施設長） 

受付時間 …… 月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

ＴＥＬ ０３－６４０８－８６７７ ＦＡＸ ０３－５４２０－８７１１ 

 

☆ 当施設以外に保険者である市区町村の相談・苦情窓口や東京都国民健康保険団体連合会の苦

情処理窓口に苦情を伝えることができます。 

港区役所（受付時間：平日午前９時～午後５時） 

 港区高齢者支援課 
ＴＥＬ ０３－３５７８－２１１１ 

東京都国民健康保険団体連合会 

（サービスに関する事項） 
ＴＥＬ ０３－６２８３－０１７７ 

☆ その他 …… 投書箱を設置します。皆様のご意見等を遠慮なくご投函ください。 

 
１６．個人情報について 

（１）利用者および家族等の個人情報については、医療・介護サービスの提供以外の目的では原則

的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者およびその家族からあらかじ

め文書で同意を得ない限り、利用者およびその家族の個人情報を用いません。 

（２）施設における、個人情報の利用目的は以下の通りです。なお、医療・介護サービスの提供以

外の目的で使用する場合についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、利用者およびその家

族の個人情報を用いません。 

● 医療・介護の提供 

  ・ 当施設での医療サービス、介護サービス、介護予防サービスの提供 

  ・ 他の病院、診療所、薬局、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、介護サービス事

業所、介護予防サービス事業所、地域包括支援センター、行政等との連携 

  ・ 他介護サービス事業所等からの照会への回答 ･主治医等からの照会への回答 

  ・ 利用者の介護や看護、ケアプラン作成のため、医師等の意見・助言を求める場合 

  ・ サービス担当者会議 

  ・ 家族等への説明 

  ・ その他、利用者へのサービス提供に関する利用 

● 医療・介護報酬請求のための事務 

  ・ 当施設での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 

  ・ 審査支払機関へのレセプトの提出 

  ・ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

  ・ 公費負担に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 

  ・ その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する医療介護報酬請求のための

利用 

● 当施設の管理運営業務 

  ・ 施設運営に関する会計・経理業務 

  ・ 苦情、事故等の報告      

  ・ 当該利用者の医療・介護サービスの向上に関する利用 

  ・ その他、当施設の管理運営業務に関する利用 （業務委託を含む） 

● 賠償責任保険などに係る、医療・介護に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等 

● 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

● 当施設内において行われる看護師､ヘルパー､介護福祉士､社会福祉士などの実習への協力 

● 医療・介護の質の向上を目的とした学会活動、学術研究 

● 外部監査機関への情報提供 

 



10 

１７．秘密保持 

事業者および職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正

当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持は、本契約終了後も同様です。 

 

１８．人権擁護・虐待防止 

（１）事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備

を行うとともに、施設の職員に対し、研修を行います。 

（２）成年後見人制度の利用の援助を行います。 

（３）施設の職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合は，状況を確認した上で，市区町村への通報をする場合があります。 

 

１９．身体拘束について 

（１）施設サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、心身の状況を踏まえ適切に行います。 

（２）施設の職員は、施設サービスの提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族

に対し、理解しやすいように説明を行います。 

（３）施設は、施設サービスの提供に当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いませ

ん。なお、やむを得ず身体拘束等行動制限を行う場合（「切迫性」「非代替性」「一時性」の３つの

要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケース）は

次の事項を実施します。 

 ① 利用者及び家族に書面で同意を得ます。 

 ② 拘束中は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由等、

記録を行います。 

 ③ 身体拘束適正化委員会で、身体拘束の状況について把握を行うとともに、その必要性の有無

について検討を行い、拘束を解除するための検討を行います。 

（４）施設は、その提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

 

２０．記録の整備・保存 

（１）サービス提供に係る記録等は、契約終了の日から５年間保存します。 

（２）利用者およびその家族は，当該利用者のサービス提供の記録等の開示を求めることができま

す。但し、サービス提供の記録等の開示には，別途所定の手続きが必要です。 

 

２１．第三者評価の受審 

 当事業所は、介護・福祉サービス第三者評価等支援機構等が推進する第三者評価を受審し、組織

運営及びサービス提供内容の透明性を高め、サービスの質の向上・改善に取り組んでいます。 

  

実施した直近の年月日 令和 7 年 1 月 28 日 

実施した評価機関の名称 一般社団法人消費生活総合サポートセンター 

評価結果 の開示状況 
ホームページ「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表し
ております。（http://www.fukunavi.or.jp） 

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/hyokatop.htm
http://www.fukunavi.or.jp/
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（資料２）       特別養護老人ホーム洛和ヴィラ南麻布 

指定介護老人福祉施設サービス利用契約書 

 

                         様（以下「利用者」という。）と社会福祉法人洛和福祉会（以下

「事業者」という。）は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、

次の通り契約します。 

 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、介護保険法等関係法令及び本契約書に従い、利用者に対し、可能な限

り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来るよう、この

サービスを提供します。 

２．事業者は、サービス提供にあたっては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利

用者の立場に立って適切な方法によって行い、利用者の心身の状況、その置かれている

環境の把握に努め、利用者の要介護状態区分に沿って、施設サービス計画を作成し、こ

れに従って、利用者に対しサービスを提供します。 

３．利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、事業者に対し利用料を支払い

ます。 

 

（契約期間） 

第２条 この契約の契約期間は原則として、契約日から利用者の要介護認定の有効期間満

了日までとします。 

２．契約満了日の７日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し

出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者（要介護３～要介護５）と

認定された場合、契約は更新される事を原則とします。尚、要介護１及び２と認定され

た場合、原則退所していただきますが、下記に示す特別な事情がある場合に限り契約が

更新されます。 

（１）認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困

難さが頻繁に見られる事 

（２）知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さ等が頻繁に見られる事 

（３）家族等による深刻な虐待が疑われる事等により、心身の安全・安心の確保が困難で

ある事 

（４）単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待

できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の提供が不十分である事 

 

（施設サービス計画） 

第３条  事業者は、利用者の意向を踏まえ、同意を得た上でサービス計画を作成します。

又、内容について利用者及び家族に説明し、同意を得た上で計画書を交付します。 

２．事業者は、必要に応じて上記サービス計画を変更します。サービス計画の変更に際し

ては、その内容を利用者及び家族に説明し、同意を得た上で計画書を交付します。 

 

（介護保険給付対象サービス） 

第４条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、施設において利用者に対し入浴、

排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。 
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（介護保険給付対象外のサービス） 

第５条 事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを介護保険給付対象外のサー

ビスとして提供するものとします。 

（１）利用者が使用する居室の提供 

（２）利用者の食事の提供 

（３）別に定める「別紙 利用料金表」に記載したその他の介護保険外サービスの

提供 

２．前項のサービスについて、その利用料金は利用者が負担するものとします。 

３．事業者は第１項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族

等に対してもわかりやすく説明するものとします。 

 

（事業者の義務） 

第６条  事業者はサービスの提供に当たり、利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮

するものとします。 

２．事業者はサービス提供に当たり、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。 

３． 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう援助します。又、利用

者が希望する場合は、要介護認定の申請を代行します。 

 

（利用者又はその家族等の義務） 

第７条  利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って使用するも

のとします。 

２．利用者は、施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損

もしくは変更した場合は、自己の費用により現状に復するか又は相当の代価を支払

うものとします。 

３．利用者は、事業者によるサービス提供上及び管理上、必要と認められる場合は、

事業者が利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取る事を認めるものとします。 

４．利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をする事は許されません。 

（１）施設内での喫煙 

（２）火気など危険な物品等を搬入、使用又は保管する行為 

（３）ペット類の持ち込み 

（４）従業者又は他の入居者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を

行う行為 

（５）上記に定める行為のほか、公序良俗に反する行為などにより他の入居者又は事業者

の従業者に迷惑をかける行為及び施設の健全な事業運営に支障をきたす行為 

 

（料 金） 

第８条 利用者は、要介護度に応じて受けたサービスの対価として、重要事項説明書に定

めるサービス利用料金（別紙 利用料金表）から介護保険給付額を差し引いた差額分（自

己負担分）を事業者に支払うものとします。ただし、利用者が要介護認定を受けていな

い場合には、サービス利用料金全額を一旦支払うものとします。 

２．第５条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定めるサービス利

用料金（別紙 利用料金表）を支払うものとします。 

３．前項の他、利用者は居住費及び食費とその他の介護保険外サービス費用を事業者に支
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払うものとします。 

４．前３項に定めるサービス利用料金は 1 ヶ月ごとに計算し、利用者は翌月２７日までに

事業者が指定する方法で支払うものとします。 

５．１ヶ月に満たない期間のサービスに対する利用料金は、利用日数に基づいて計算した

金額とします。 

 

（利用料金の変更） 

第９条  前条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険法の改正があった場合、

事業者は当該サービス利用料金を変更する事ができるものとします。 

２．前条第２項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化等やむを得ない事

由がある場合、事業者は利用者に対して１ヶ月の予告期間を置き、当該サービス利用料

金を相当な額に変更する事ができます。 

３．利用者は、前項の変更に同意する事ができない場合には、本契約を解除する事ができ

ます。 

 

（身元保証人の責務） 

第１０条  事業者は、契約に際し利用者に対して身元保証人を求めます。 

２．身元保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、

利用者と連帯して履行の責任を負います。 

３．身元保証人が保証する極度額を 500,000 円と定めます。 

 

（契約の終了） 

第１１条  本契約について、次の場合はその当該期日をもって終了するものとします。 

（１）契約期間満了日の７日前までに、利用者が事業者に解約を文書で通知した場合 

（２）第１２条に規定された事由により、利用者が事業者に解約を通知した場合 

（３）第１３条に規定された事由により、事業者が利用者に解約を文書で通知した場合 

（４）利用者が、死亡した場合 

（５）利用者が、他の介護保険施設に入所した場合 

（６）利用者が、要介護状態区分が、要支援と認定された場合 

（７）利用者が、要介護認定等の有効期限が満了し、資格を喪失した場合 

（８）利用者が、医療機関に３ヶ月を超えて入院すると見込まれる場合 

なお、解約日については、事業者と利用者の間で合意した日とします。 

（９）利用者の医療機関への入院が３ヶ月を超えた場合 

（１０）事業者が、介護保険のサービス事業所としての指定を取り消された場合。 

（１１）事業者が、破産した場合。 

 

（利用者からの解約） 

第１２条 利用者は、本契約について、次の場合は、事業者に通知する事で即時解約出来

るものとする。 

（１）介護保険給付対象外の利用料の変更に同意出来ない場合。 

（２）事業者もしくは従業者が正当な事由なく、契約書に定めるサービスの提供を実施し

ない場合。 

（３）事業者もしくは従業者（従事者であった者）が守秘義務に違反した場合。 

（４）事業者もしくは従業者が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 
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（５）他の利用者が利用者本人の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐

れがある場合に、事業者が適切な対応を取らない場合。 

 

（事業者からの解約） 

第１３条 事業者は次の事由に該当した場合、利用者又はその家族等に対し３０日間の予

告期間をおいて、文書で通知する事により、この契約を解除する事が出来るものとする。 

（１）利用者が利用料を３ヶ月以上滞納し、事業者が利用者に対して滞納額を支払うよう

催告したにもかかわらず１０日以内に利用料の支払いをしない場合 

（２）利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業者が適切なサービスの提供の範囲を

超えると判断した場合 

（３）利用者又はその家族等が、事業者や従業者又は他の利用者に対して、契約を継続し

がたいほどの不信な行為や他者への迷惑行為、従業者がおこなうケアを妨げる行為等を

行った場合。 

（４）第７条に規定する利用者又はその家族等の義務に違反する行為をおこない、事業者

の指摘や注意に対して改善がみられない場合。 

 

（退所時の援助） 

第１４条  事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及びその家族の希望、

利用者が退所後におかれる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。 

 

（賠償責任） 

第１５条  事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により、

利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償し

ます。 

 

（秘密保持・個人情報の保護） 

第１６条 事業者及び事業者の従業者は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービ

スの提供にあたって知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。 

２．事業者は、従業者が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす事

がないよう必要な措置を講じます。 

３．事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の、利用者の家族の個人情報を用

いる場合は利用者の家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者

又はその家族の個人情報を用いません。 

４．１項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律（いわゆる「高齢者虐待防止法」）に定める通報が出来るものとし、そ

の場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

（相談・苦情対応） 

第１７条  事業者は利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備又は

サービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 

 

（サービス提供の記録） 

第１８条 事業者は、介護老人福祉施設サービス提供に関する記録を作成する事とし、こ

れをこの契約の終了後５年間保存します。 
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２．利用者は、所定の手続きにより、当該利用者に関する第１項のサービス実施記録の開

示申し立てが出来るものとします。 

 

（裁判管轄） 

第１９条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、事業者の住所地を管轄する裁

判所を第一審管轄裁判所とする事を予め合意します。 

 

（本契約に定めのない事項） 

第２０条  利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２．の契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊

重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。 
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 別紙 利用料金表 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ南麻布 

１．料金について （令和 6年 10月 1日改訂） 

①ユニット型介護福祉施設サービス費 

基本サービス費 区分 要介護度 単位 地域単価 金額 
利用負担額 

１割 ２割 ３割 

ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ） 
1日あたり 

要介護１ 670単位 

10.9円 

7,303

円 
731円 1,461

円 
2,191

円 
要介護２ 740単位 8,066

円 
807円 1,614

円 
2,420

円 
要介護３ 815単位 8,883

円 
889円 1,777

円 
2,665

円 
要介護４ 886単位 9,657

円 
966円 1,932

円 
2,898

円 
要介護５ 955単位 10,409

円 
1,041

円 
2,082

円 
3,123

円 
 

②加算項目一覧 

サービス内容  単位 地域単価 金額 
利用負担額 

１割 ２割 ３割 
看護体制加算Ⅰロ □ １日につき 4単位 

10.9円 

43円 5円 9円 13円 

看護体制加算Ⅱロ □ １日につき 8単位 87円 9円 18円 27円 

夜勤職員配置加算Ⅱロ □ １日につき 18単位 196円 20円 40円 59円 

個別機能訓練加算（Ⅰ） □ １日につき 12単位 130円 13円 26円 39円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） □ １月につき 20単位 218円 22円 44円 66円 

個別機能訓練加算（Ⅲ） □ １月につき 20単位 218円 22円 44円 66円 

初期加算 30日限度 
※30日を超える入院後に再入所した場合も同様 □ １日につき 30単位 327円 33円 66円 99円 

栄養マネジメント強化加算 □ １日につき 11単位 119円 12円 24円 36円 

再入所時栄養連携加算 □ １回限り 200単位 2,180円 218円 436円 654円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） □ １月につき 90単位 981円 99円 197円 295円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） □ １月につき 110単位 1,199円 120円 240円 360円 
外泊時費用 
※入院または外泊時（月 6日限度） □ 入院・外泊時 246単位 2,681円 269円 537円 805円 

外泊時在宅サービス利用費用（月 6日限度） 
※在宅サービス利用する場合 

□ 外泊時 560単位 6,104円 611円 1,221円 1,832円 

若年性認知症入所者受入加算 □ １日につき 120単位 1,308円 131円 262円 393円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 
※入所日から 7日を限度とする 

□ １日につき 200単位 2,180円 218円 436円 654円 

退所前訪問相談援助加算 
※入所中 1回（または 2回）を限度 □ １回又は 2回 460単位 5,014円 502円 1,003円 1,505円 

退所後訪問相談援助加算 １回限り □ １回限り 460単位 5,014円 502円 1,003円 1,505円 

退所時相談援助加算 １回限り □ １回限り 400単位 4,360円 436円 872円 1,308円 

退所前連携加算 □ １回限り 500単位 5,450円 545円 1,090円 1,635円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） □ １月につき 40単位 436円 44円 88円 131円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） □ １月につき 50単位 545円 55円 109円 164円 

安全対策体制加算 □ １回限り 20単位 218円 22円 44円 66円 

看取り介護加算（Ⅰ）（1）死亡日以前 31

日以上 45日以下 
□ 看取り時/日 72単位 784円 79円 157円 236円 

看取り介護加算（Ⅰ）（2）死亡日以前 4 日

以上 30日以下 
□ 看取り時/日 144単位 1,569円 157円 314円 471円 

看取り介護加算（Ⅰ）（3）死亡日以前 2 日

または 3日 
□ 看取り時/日 680単位 7,412円 742円 1,483円 2,224円 
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看取り介護加算（Ⅰ）（4）死亡日 □ 看取り時/日 1,280単位 13,952円 1,396円 2,791円 4,186円 

日常生活継続支援加算（Ⅱ） □ １日につき 46単位 501円 51円 101円 151円 

協力医療機関連携加算（１）～R6年度 □ １月につき 100単位 1,090円 109円 218円 327円 

協力医療機関連携加算（１）R7年度～ □ １月につき 50単位 545円 55円 109円 164円 

退所時情報提供加算 □ １回限り 250単位 2,725円 273円 545円 818円 

新興感染症等施設療養費 □ １日につき 240単位 2,616円 262円 524円 785円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） □ １月につき 100単位 1,090円 109円 218円 327円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） □ １回につき 22単位 239円 24円 48円 72円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） □ １回につき 18単位 196円 20円 40円 59円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） □ １回につき 6単位 65円 7円 13円 20円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） □ １月につき 所定単位数の

140/1000 
所定単位数により変動します 

※加算項目により、全員の方を対象にする項目と該当者のみの項目があります。 

※１ヵ月（３０日）の利用料金は、各単位数の合計に地域単価（10.9）を乗じた介護報酬の 1割・2割 もしくは 3割のご負担とな

ります。 

 

③介護老人福祉施設の加算及び減算料金の内容説明 

○看護体制加算Ⅰロ ※入所定員 30人，51人～  
 常勤看護師が 1人以上配置されている場合に算定されます。 

○看護体制加算Ⅱロ ※入所定員 30人，51人～  
 常勤換算で看護職員を入所者 25人に対して 1人以上、かつ、基準＋1人以上配置されており、さらに施設又は病院等の看護職員によ

る 24時間の連絡体制を確保されている場合に算定されます。 

○夜勤職員配置加算Ⅱロ ※入所定員 30人，51人～  
 ユニット型の施設で人員基準＋1人以上の介護・看護職員を夜間配置している場合に算定されます。 

○個別機能訓練加算（Ⅰ） 

 （Ⅰ）常勤・専従の理学療法士等を 1名以上配置し、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その後 3月ごとに 1回以上訓練内容の

見直しを行っている場合に算定されます。 

○個別機能訓練加算（Ⅱ） 

 上記の個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出 
し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に算定されます。 

○個別機能訓練加算（Ⅲ） 

 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定しており、機能訓練、口腔、栄養の情報を一体的に共有している場合に

算定されます。 

○初期加算 30日限度 ※30日を超える入院後に再入所した場合も同様 
 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から起算して 30日以内の期間算定されます。 

○栄養マネジメント強化加算 
 管理栄養士を入所者 50 名に対し 1 名以上配置し、食事の観察を週 3 回以上行い、入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に

提出し、継続的な栄養管理を有効的に実施するために、必要な情報を活用している場合に算定されます。 

○再入所時栄養連携加算 

 入所者が医療機関に入院し、再入所時に当初の施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となるため、施設の管理栄養士が当該

医療機関の管理栄養士と連携し当該入所者に関する栄養ケア計画を策定した場合に算定されます。 

○口腔衛生管理加算（Ⅰ） 
 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口腔ケアを月 2回実施し、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導を行

った場合に算定されます。 

○口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

 上記の口腔衛生管理加算（Ⅰ）に加え、口腔衛生等の管理に係る内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に

当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理に有効な情報を活用した場合に算定されます。 

○外泊時費用 
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 入所者が病院または診療所への入院を要した場合および入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に算定されます。 

○外泊時在宅サービス利用費用 
 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合に算定され

ます。 

○若年性認知症受入加算 
 若年性認知症の診断を受けられている場合に算定されます。 

○認知症行動・心理症状緊急対応加算 ※入所日から 7日を限度とする 

 医師により、認知症の行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であり、緊急的な入所が適当であると判断された者に対しサービスを

行った場合に算定されます。 

○退所前訪問相談援助加算 
 入所期間が 1 月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員または医

師が、当該入所者の居宅等を訪問し、退所後の介護サービスについての相談援助や連絡調整等を行った場合に算定されます。 

○退所後訪問相談援助加算 

 退所後 30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等への相談援助や連絡調整等を行った場合に算定され

ます。 

○退所時相談援助加算 

 入所期間が 1 月を超えると見込まれる入所者及びその家族等に対して、退所後の介護サービスについての相談援助を行い、かつ、退

所から 2週間以内に市町村及び老人介護支援センターに対して入所者の介護状況を示す文書を添えて情報提供している場合に算定さ

れます。 

○退所前連携加算 
 入所期間が 1 月を超える入所者の退所に先立って、居宅介護支援事業者に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて情報

提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後のサービス利用に関する調整を行った場合に算定されます。 

〇科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

 入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、その

情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合に算定されます。 

〇科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

 上記の科学的介護推進体制加算（Ⅰ）に加え、疾病の状況や服薬等の情報を厚生労働省に提出している場合に算定されます。 

〇安全対策体制加算 

 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合、入所時に算定されます。 

○看取り介護加算（Ⅰ） 
 以下の要件を満たしている場合に算定されます。 
①常勤の看護師を 1人以上配置し、当該看護職員、又は医療機関との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。 
②看取りに関する指針を定め、入所の際に入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 
③多職種による協議の上、看取りに関する指針の見直しを行っていること。 
④看取りに関する職員研修を行っていること。 
⑤看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮していること。 
⑥厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合。 

○日常生活継続支援加算（Ⅱ） ※（Ⅰ）は従来型個室・多床室の場合 

 介護福祉士の数が、常勤換算で入所者 6に対して 1以上であり、かつ、以下のいずれかを満たしている場合算定されます。 
・新規入所者のうち、要介護 4・5の占める割合が 70％以上 
・新規入所者のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が 65％以上 
・たんの吸引等が必要な入所者の占める割合が 15％以上 

〇協力医療機関連携加算（１） 
 協力医療機関の医師や看護師等が相談できる体制が整っており、診療の確保や診療の結果、原則入院の対応ができる場合に算定さ

れます。 

○退所時情報提供加算（Ⅱ） 
 医療機関へ入院する際に、利用者の情報を医療機関に提供した場合に算定されます。 

〇新興感染症等施設療養費 
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 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談や診療、入院調整を行う医療機関を確保し入所者に対し介護サービスを提供し

た場合算定されます。 

〇生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 
 ICT 機器を活用し、業務改善の成果が確認され、職員間の適切な役割分担の取り組みを行い、厚生労働省へ 1 年に 1 回以上データ

を提出している場合算定されます。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
 介護職員のうち、介護福祉士の割合が 80％以上配置されている場合算定されます。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
 介護職員のうち、介護福祉士の割合が 60％以上配置されている場合算定されます。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 
 介護職員のうち、介護福祉士の割合が 50％以上配置されている場合算定されます。 

○介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 
 １か月の基本単位数と加算単位数の合計に対して 14.0％が月末締めで算定されます。 

２．その他利用料 

①食費・居住費の自己負担額 

介護保険負担限度段階 
第 4段階 第 3段階① 第 3段階② 第 2段階 第 1段階 

食費 
1日 2,200円 1,360円 650円 390円 300円 

30日 66,000円 40,800円 19,500円 11,700円 9,000円 

居住費 
1日 2,066円 1,370円 1,370円 880円 880円 

30日 61,980円 41,100円 41,100円 26,400円 26,400円 

※居住費については外泊・入院後 6日間については居室確保のため、ご負担いただきます。（外泊・入院当日を除く 6日間。月

をまたぐ場合は最大 12日間いただきます）  

 

（税込：税率 10％） 

項目 金額 単位 内容の説明 
おやつ代 165円 1食 ご入所者様の希望によりおやつを提供した場合。 

嗜好飲料代 110円 1日 
食事で提供するお茶やコーヒー以外に、ご入所者様の希望により、煎茶やコ

ーヒー、紅茶等を提供した場合。 

注入食（非課税） 500円 1食 
何らかの理由で機能障害を起こして口から物を食べられなくなったりしたと

き。 

行事参加費 実費 1回 行事で別途発生した費用（材料費や交通費）を参加された場合。 

日 用 品 費

（個人用） 

個人専用の品 実費  歯ブラシ、歯磨き粉、化粧品類、洗顔石鹸、洗顔フォーム、髭そり（Ｔ字） 

ティッシュペーパー 77円 1箱 個人専用スペース（居室内等）で使用の場合（一箱 180組入り） 

個人の好みで用意

する場合 
実費  シャンプー、リンス、洗身用石鹸、ボディーソープ。 

電気代 110円 1日 個人的に、電気毛布（敷布）、テレビ等をお部屋に持ち込まれた場合。 

理美容費 実費 1回 施設で契約している訪問理美容をご利用いただいた場合。 

特別な食事費 実費 1食 お正月のおせち料理等、行事食を提供した場合。 

死亡後処置費用 16,500円 1回 死亡後の処置を依頼された場合の費用。 

死亡診断書料 5,500円 1回 死亡診断書を発行した場合の費用。 

諸証明書発行手数料 1,100円 1件 在施設証明書、領収証明書を発行した場合。 

生命保険・簡易保険等証明書 4,400円 1件 生命保険・簡易保険等に係る証明書等発行料 
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複写代 22円 1枚 
入所者様の個人的な希望により、職員が施設のコピー機で複写をした場

合。 

その他入所者個人に関わる費用 実費  その他、個人的な希望により提供した品やサービス。 

 

３．支払い方法 

 施設より、翌月の１５日までに、請求書を送付します。 
 原則、引落しでのお支払いをお願いしております。（月途中の入退所の場合、日額計算となります。） 
 また、引落しの他に口座振り込みでもお支払い頂けます。 

①自動引き落とし 

 別紙「預金口座振替依頼書」でご依頼いただくことにより、引き落としを行うことができます。 
 引き落とし日は翌月２７日（２７日が土・日・祝祭日の場合はその前営業日）です。 

②振り込み 

 翌月の２７日（２７日が土・日・祝祭日の場合はその前営業日）までに下記の口座にお振り込みください。 

銀行名 三菱ＵＦＪ銀行 

店番 501 

支店名 京都中央支店 

口座番号 普通 ００７６６７３ 

口座名義 社会福祉法人 洛和福祉会 理事長 
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指定介護老人福祉施設 サービス利用契約書 

 

利用者           と、社会福祉法人洛和福祉会は、事業者が利用者に対し

て行う介護老人福祉施設サービスについて、重要事項説明書及び契約書[令和７年 4 月版]

（資料２）に基づいてこの契約が成立したことを明らかにするため、この契約書を２通作

成し、利用者及び事業者が、それぞれ署名または記名押印のうえ、各１通を保有するもの

とします。 

介護老人福祉施設サービスの提供開始に際し、重要事項説明書及び契約書[令和７年 4月

版]（資料１）に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和       年      月      日 

  

説明者     職  名                                     

 

 

                 氏  名                                   

 

私は、事業者から、重要事項説明書及び契約書[令和７年 4 月版]（資料１）及び（資料

２）に基づいて、事業者が行う介護福祉施設サービスの契約内容等の説明を受け、その内

容等について同意しましたので、当該サービスの利用を申し込みます。 

 

令和       年      月      日 

 

利 用 者    住  所                                                

 

 

               氏  名                                      

 

 

代 筆 者（代筆の場合）氏 名                           

 

 

利用者との関係                       
 

 

身元保証人    住  所                                                

 

 

               氏  名                                      

 

 

     電  話             （           ）              
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                      利用者との関係                                   

 

 

身元保証人    住  所                                               

 

 

               氏  名                                     

 

 

     電  話             （           ）             

 

 

                      利用者との関係                                   

 

 

代理人（後見人等）住  所                                                  

 

 

               氏  名                                     

 

 

     電  話             （           ）            

 

 

                      利用者との関係                                     

 

 

 

事業者名   東京都港区南麻布４－６－１北棟   

社会福祉法人 洛和福祉会 

特別養護老人ホーム洛和ヴィラ南麻布 

理事長  矢野 裕典     

 
 

（以下余白） 

 


